
い
わ
ゆ
る
「
寺
院
墓
地
」
と
異
教
徒
混
淆
埋
葬
の
禁
止 

【
解
説
】 

 

明
治
二
十
年
十
月
十
三
日
に
「
府
下
各
宗
寺
院
総
代 

真
宗
大
谷
派
眞
浄
寺
副
住
職
寺
田
福
寿
外
二
名
」

か
ら
東
京
府
知
事
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
上
知
し
た
旧
境
内
地
墓
地
に
共
葬
墓
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
異
教
徒
混
淆
に
よ
る
混
乱
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
府
下
は
住
民
の
移
動
が
多
く
い
わ
ゆ
る
無

縁
墳
墓
が
多
く
な
り
、
無
縁
墳
墓
の
改
葬
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
・
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
人
口
増
を
考

え
れ
ば
墓
地
が
手
狭
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
旧
境
内
墓
地
に
対
し
て
寺
院
所
有
墓
地
（
寺
院
の
檀
家
及
ぶ

檀
家
共
有
墓
地
）
と
し
て
地
券
の
下
付
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
府
は
、
こ
の｢

下
付
願
い｣

に
対
し
て
、

東
京
府
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
認
め
た
上
で
の
、
市
区
改
正(

都
市
計
画)

の
中
で
墓
地
の
移
転
が
求
め
ら
れ
て

い
る
中
、
私
有
地
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
が
か
さ
む
こ
と
に
も
な
り
、
地
券
の
下
付
に
反
対
を
す
る
意

見
を
加
え
て
、
及
び
寺
院
側
（
寺
田
ら
）
に
よ
る
異
教
徒
混
淆
に
よ
る
混
乱
の
事
例
を
添
え
て
、
明
治
二
十

一
年
三
月
に
内
務
大
臣
宛
に｢

伺
い｣

を
し
た
提
出
し
た
。
ま
た
、
知
事
は
、
前
の
伺
い
と｢

伺
引
替
方｣

と
し

て
、
寺
院
の
檀
家
の
み
を
埋
葬
し
て
き
た
旧
慣
が
あ
る
場
合
に
は
他
宗
の
者
が
埋
葬
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

こ
と
は
認
め
た
上
で
、
地
券
の
発
行
即
ち
共
葬
墓
地
を
私
有
地
に
す
る
こ
と
は
認
め
難
い
と
い
う｢

伺｣

を
提

出
、
内
務
大
臣
は｢

伺
い
の
通
り｣

と
す
る
回
答
を
明
治
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
に
出
し
て
い
る
。 

 

こ
の
一
連
の
通
達
の
中
で
気
が
か
り
な
点
は
、
東
京
府
に
お
い
て
は｢
共
有
墓
地｣

と｢

共
葬
墓
地｣

の
違
い

を
認
識
し
て
い
な
い
節
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
府
下
墓
地
之
内
奮
官
有
地
寺
院
境
内
ニ
属
セ
シ
モ
ノ
ハ
地
租

改
正
之
際
成
規
ニ
據
リ
共
有
墓
地
ト
ナ
シ
、
其
地
券
ハ
區
ハ
區
役
所
、
郡
ハ
戸
長
役
場
へ
相
渡･

･

」
と
あ
り
、

共
葬
墓
地(

宗
旨
も
し
く
は
種
族
の
区
別
な
く
埋
葬
さ
れ
る
墓
地)

と
共
有
墓
地(

共
通
の
宗
旨
も
し
く
は
種
族

に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
る
墓
地)

の
区
別
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
本
市
例
の
タ
イ
ト
ル
に
も
「
府
下
各
宗
寺

院
𦾔
境
内
共
有
墓
地
ノ
私
有
認
可
出
願
ヲ
却
下
シ･

･

」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
共
有
墓
地
」
と
い
う

用
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
共
有
墓
地
」
の
対
立
概
念
が
「
私
有
墓
地
」
で
あ
り
、
東
京
府
サ
イ
ド

に
お
い
て
は｢

共
有
墓
地｣

で
あ
る
か
ら
異
教
徒
が
埋
葬
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
東
京
府
に
も
地
券
が
寺
院
宛
て

に
発
行
さ
れ
る
私
有
地
で
あ
れ
ば
異
教
徒
混
淆
の
混
乱
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

 

し
か
し
、
当
時
の
内
務
省
は
、
新
設
の
墓
地
は｢

共
葬
墓
地｣

の
新
設
し
か
認
め
ず(

明
治
十
一
年
一
〇
月
一

日
神
奈
川
県
伺
い
へ
の
指
令)

、
新
し
い
共
有
墓
地
（
い
わ
ゆ
る｢

寺
院
墓
地｣)

を
内
務
省
が
認
め
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
し
、
上
知
さ
れ
た
土
地
を
払
い
下
げ
る
可
能
性
も
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

明
治
維
新
政
府
の
方
針
と
し
て
、
墓
地
は
、
通
常
の
私
有
地
＝
所
有
地
と
は
異
な
り
、
政
府
の｢

許
可｣

を
受

け
た
区
域
で
あ
り
、
自
由
に
処
分
で
き
る
土
地
で
は
な
い
こ
と
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

し
、
旧
墓
地
埋
葬
法
（
墓
地
埋
葬
取
締
規
則
施
行
方
法
細
則
基
準
・
明
治
十
七
年
十
一
月
八
日
・
内
務
省
達

乙
第
四
〇
号
）
第
三
条
に
よ
れ
ば｢

墓
地
ハ
種
族
宗
旨
ヲ
別
タ
ス
其
市
町
村
ニ
本
籍
ヲ
有
シ
若
ク
ハ
其
市
町
村

ニ
於
テ
死
シ
タ
ツ
モ
ノ
ハ
何
人
ニ
テ
モ
葬
ル
コ
ト
ヲ
得
。
其
従
前
別
段
ノ
慣
習
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス｣

と
規
定
が
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
務
省
は
、
旧
境
内
地
墓
地
に
お
い
て
異
教
徒
混
淆
に
よ
る
埋
葬
に
よ
っ
て
混

乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
混
淆
埋
葬
の
禁
止
を
容
認
す
る
、
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
官
有



地
＝
公
有
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
旨
混
淆
の
禁
止
を
容
認
し
た
＝
共
有
墓
地
の
容
認
す
る
理
由
は

明
確
で
は
な
い
。
寺
院
勢
力
と
の
妥
協
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

現
行
の
墓
地
埋
葬
法
第
一
三
条
で
は
「
墓
地
、
納
骨
堂
又
は
火
葬
場
の
管
理
者
は
、
埋
葬
、
埋
蔵
、
収
蔵

又
は
火
葬
の
求
め
を
受
け
た
と
き
は
正
当
の
理
由
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

こ
の
第
一
三
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
現
代
で
も
寺
院
墓
地
を
中
心
と
し
て
異
宗
の
人
々
と
の
埋
葬
を
め
ぐ

る
紛
争
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
「
正
当
な
理
由
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
例
も
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
が
、
本
研
究
会
で
は
鈴
木
龍
也
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。 

た
だ
、
こ
の
明
治
二
十
一
年
の｢
宗
旨
混
淆
埋
葬
禁
止｣

の
指
令
は
、
た
と
え
ば
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
の

津
地
裁
判
決
の
よ
う
に
、「
寺
院
墓
地
管
理
者
は
、
そ
の
者
が
改
宗
離
檀
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
原
則
と

し
て
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
て
明
治
期
の
指
令
を
否
定
し
た
が
、
慣
習
が
あ
る
場
合
に
は
「
異

宗
の
典
礼
の
施
行
を
条
件
と
す
る
依
頼
や
無
典
礼
で
埋
葬
蔵
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
依
頼
は
拒
む
こ
と

が
出
来
る
」
と
判
示
し
、
異
宗
の
典
礼
や
無
典
礼
に
よ
る
埋
葬
蔵
に
つ
い
て
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
寺
院
も
信
教
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
当
時
と
し
て
は
そ
の
津
地
裁
判
決
は
妥

当
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
代
で
は
墓
地
を
め
ぐ
る
状
況
が
昭
和
三
十
八
年
当
時
と
は
異
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。 

第
一
は
、
寺
院
が
経
営
す
る
墓
地
は
、
寺
院
が
伝
統
的
に
管
理
し
て
き
た
墓
地(

一
般
に
は｢

寺
院
墓
地｣

と

呼
ば
れ
て
い
る
が)

と
、
昭
和
二
十
一
年
九
月
三
日
警
第
八
五
号
の
通
達
に
基
づ
く
墓
地
（
い
わ
ゆ
る
事
業
型

墓
地
＝
か
つ
て
の
「
共
葬
墓
地
）)

に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
寺
院
の
経
営
す
る
墓
地
が
寺
院
あ
る
い
は

そ
の
檀
信
徒
に
よ
っ
て
専
用
で
用
い
る
墓
地
に
限
定
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寺
院
が
経

営
す
る
墓
地
で
あ
っ
て
も
、
異
宗
の
典
礼
や
無
典
礼
に
よ
る
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
墓
地
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
二
は
、
寺
院
が
伝
統
的
に
管
理
し
て
き
た
墓
地
、
い
わ
ば
境
内
に
あ
る
墓
地
で
あ
っ
て
も
、
一
九
九
〇

年
以
降
「
永
代
供
養
墓
」（
＝
合
葬
式
共
同
墓
）
と
称
し
て
異
宗
の
人
々
を
受
容
し
て
お
り
、
寺
院
自
ら
が
異

宗
派
の
人
々
、
無
宗
教
の
人
々
の
受
容
を
は
じ
め
、
自
ら
が
寺
院
及
び
檀
信
徒
専
用
の
墓
地
と
い
う
伝
統
を

放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
墓
地
が
当
該
寺
院
な
ど
の
宗
教
施
設
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
い
わ
ゆ
る｢

寺
院
墓

地｣

と
い
う
枠
組
み
が
急
速
に
説
得
力
を
失
っ
て
き
て
い
る
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
。(

森 

謙
二)

 

   

『
東
京
市
史
稿
』（
帝
都
二
六) 

明
治
ニ
十
一
年 

二
三
九
ー
二
四
七
頁 

 

東
京
都 

是
日 

明
治
ニ
十
一
年
（
西
暦
一
八
九
九
年
五
月
ニ
九
日)

、
府
下
各
宗
寺
院
𦾔
境
内
共
有
墓
地
ノ
私
有
認
可

出
願
ヲ
却
下
シ
、
同
時
ニ
、
檀
徒
ノ
ミ
ノ
埋
葬
ノ
𦾔
慣
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
り
、
異
教
異
宗
徒
ノ
混
淆
埋
葬
ヲ
禁

ズ
。 

開
申
録
・
稟
議
申
録 

 



寺
院
𦾔
境
内
共
有
墓
地
へ
異
教
異
宗
徒
ノ
混
淆
埋
葬
方
取
締 

 

地
租
改
正
ニ
ヨ
リ
府
下
墓
地
ノ
内
𦾔
官
有
地
寺
院
境
内
ニ
属
セ
シ
モ
ノ
ハ
分
割
シ
テ
共
葬
墓
地
ヲ
設
定

セ
ル
ニ
件
ヒ
、
異
教
異
宗
徒
ノ
混
淆
埋
葬
ニ
ヨ
ル
紛
爭
等
ノ
弊
害
ヲ
生
ズ
。
因
テ
各
寺
院
ヨ
リ
上
記
出
願
ア

リ
、
府
ハ
内
務
大
臣
ニ
ソ
ノ
措
置
ヲ
稟
申
ス
。 

明
治
ニ
十
年
十
月
廿
日
受
出 

判
決
十
月
廿
五
日 

送
逹
十
月
廿
六
日 

 

知
事
印 

第
一
部
印 

右
ニ
付
稟
請
案 

庶 

務 
課 

長 

印 

府
下
各
宗
寺
院
総
代 

 

真
宗
大
谷
派 

等
光
寺 

 
 

外
ニ
ヶ
寺 

 
  
 
 
 

境
内
共
有
墓
地
私
有
地
券
下
附
願 

 
 

内
務
大
臣
宛 

知 
 
 

事 

  
 

𦾔
寺
院
境
内
墓
地
之
儀
ニ
付
伺 

當
府
下
寺
院
総
代
真
宗
大
谷
派
等
光
寺
住
職
外
式
名
ヨ
リ
𦾔
境
内
ヨ
リ
分
割
セ
シ
共
有
墓
地
ヲ
各
寺
私
有

墓
地
ト
シ
テ
地
券
下
付
之
義
別
紙
寫
之
通
願
出
侯
。
抑
府
下
墓
地
之
内
𦾔
官
有
地
寺
院
境
内
ニ
屬
セ
シ
モ

ノ
ハ
地
租
改
正
之
際
慮
分
方
成
規
ニ
據
り
共
有
地
ト
ナ
シ
、
其
地
券
ハ
區
ハ
區
役
所
、
郡
ハ
戸
長
役
場
へ
相

渡
、
一
般
之
埋
葬
差
支
無
之
樣
取
計
候
義
ニ
有
✓

之
、
元
来
府
下
墓
地
ノ
如
キ
ハ
他
府
縣
卜
相
異
リ
現
今
在

京
敖
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ヽ
墳
墓
モ
夥
多
ニ
シ
テ
、
將
来
亦
住
居
人
ノ
轉
換
甚
シ
キ
ハ
申
迄
モ
無
✓

之
、
故
に
ニ
共

葬
墓
地
卜
爲
シ
、
將
來
誰
彼
ヲ
論
セ
ス
埋
葬
差
支
ナ
カ
ラ
シ
メ
サ
レ
ハ
後
年
非
常
ニ
面
積
ヲ
噌
加
セ
サ
ル

ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
可ﾆ

相
成
又
一

市
區
改
正
等
ノ
事
業
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
當
テ
ハ
市
中
ニ
在
ル
墓
地
ハ
之
ヲ
取

除
キ
、
以
テ
道
路
ヲ
擴
メ
且
市
區
ノ
體
面
ヲ
脩
飾
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
右
等
ノ
場
合
ニ
際
シ
寺
院
私
有
ノ
墓
地

ナ
ル
ト
否
ラ
サ
ル
ト
ハ
其
難
易
同
日
ノ
論
ニ
非
ス
。
隨
而
費
用
ノ
點
黙
ニ
至
り
大
ナ
ル
差
違
ヲ
生
ス
ヘ
キ

ハ
必
然
ノ
勢
ニ
有
✓

之
、
現
ニ
稟
議
中
ニ
係
ル
墓
地
使
用
制
限
ノ
如
キ
專
ラ
右
等
ノ
點
ニ
基
キ
起
草
セ
ル
モ

ノ
ニ
有
✓

之
候
。
前
陳
之
次
第
ニ
付
、
本
願
ニ
對
シ
テ
ハ
難
二

聞
届
一

旨
可
✓

及
二

指
令
一 

卜
存
候
得
共
、
該
處

分
之
義
ハ
他
府
縣
ニ
モ
相
關
シ
候
義
ニ
付
一
應
相
伺
候
條
、
至
急
何
分
之
御
指
揮
有
✓

之
度
候
也
。 

  
 

理
由 

本
願
ハ
一
應
地
理
局
へ
承
合
候
處
、
同
局
ニ
於
テ
モ
種
々
議
論
有
’
之
、
要
ス
ル
ニ
願
意
ハ
採

用
難
ニ
相
成
‘
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
該
處
分
ノ
義
ハ
他
府
縣
ニ
相
關
シ
候
義
ニ
付
、
本
案
稟
議
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
。
✓ 

  
 
 
 
 

寺
有
墓
地
地
券
御
下
附
願 

府
下
各
宗
寺
院
ノ
首
境
内
ニ
ア
リ
シ
墓
地
ニ
シ
テ
現
今
已
ニ
寺
有
即
チ
寺
院
ノ
住
職
及
ヒ
檀
家
共
有
ノ
墓

地
卜
相
成
居
候
向
モ
有
✓

之
候
ヘ
ト
モ
、
或
ハ
寺
院
奮
境
内
ノ
墓
地
ニ
シ
テ
維
新
後
ハ
青
山
・
谷
中
等
ノ
一 



般
共
葬
地
卜
同
様
ノ
性
質
卜
相
成
り
候
向
モ
甚
夕
多
ク
有
✓

之
候
。
該
寺
院
𦾔
境
内
ノ
墓
地
ニ
シ
テ
ー
般
共

葬
地
卜
相
成
候
向
モ
固
ヨ
リ
市
中
ニ
ア
ル
墓
地
ナ
ル
ユ
ヘ
、
元
来
ソ
ノ
狭
キ
ヲ
慮
ル
ノ
際
無
縁
墓
所
ノ
噌

加
ス
ル
ハ
世
事
ノ
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
ナ
ル
ニ
之
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
益
々
墓
地
ノ
狭
キ
ヲ
感

ス
ル

中
ニ
、
近
来
ハ
一
般
ノ
人
情
市
外
ノ
墓
地
ニ
倣
テ
廣
濶
ノ
地
ヲ
望
ミ
候
ヘ
ト
モ
、
固
ヨ
リ
墓
地
所
有

ノ
權
カ
ナ
キ
寺
院
ナ
レ
ハ
強
チ
ニ
之
ヲ
制
ス
ル
能
ハ
ス
シ
テ
、
國
ノ
爲
メ
寺
ノ
爲
メ
不
経
済
ナ
ル
ハ
知
リ

ナ
カ
ラ
モ
之
ヲ
看
過
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
加
之
檀
家
ハ
古
来
ノ
習
慣
ト
シ
テ
寺
院
奮
境
内
ノ
墓
地
ヲ
以
テ
一

般
ニ
佛
教
ノ
靈
地
ナ
リ
ト
思
ヒ
ノ
外
、
近
来
ハ
其
靈
地
内
ニ
他
宗
教
ノ
墓
所
ヲ
建
立
ス
ル
ヲ
見
テ
大
ニ
驚

キ
苦
情
百
出
、
終
ニ
甚
タ
シ
キ
ハ
愚
民
競
ヒ
起
テ
公
訴
ヲ
ナ
ス
ニ
到
ル
等
政
府
ハ
無
用
ノ
繁
勞
ヲ
ナ
シ
、
人

民
ハ
不
慮
ノ
惡
感
覚
ヲ
生
ス
ル
事
世
間
往
々
其
例
少
ガ
ラ
ス
。
於
✓

是
府
下
各
宗
ノ
寺
院
ハ
右
等
ノ
事
情
ヨ

リ
シ
テ
種
々
ノ
不
都
合
ヲ
慮
ル
ノ
餘
リ
、
此
度
各
宗
派
ヨ
リ
委
員
ヲ
撰
出
シ
テ
再
三
之
ヲ
議
セ
シ
メ
、
又
其

委
員
中
ヨ
リ
小
生
等
三
名
ヲ
更
ニ
撰
出
シ
テ
請
願
委
員
ト
ナ
シ
候
儀
ニ
御
座
候
。
依
✓

之
小
生
等
府
下
各
寺

院
ノ
奮
境
内
ニ
ア
リ
シ
墓
地
ノ
中
維
新
後
一
般
共
葬
地
同
様
ニ
變
目
相
成
候
向
ヲ
此
度
改
テ
各
寺
院
住
職

及
ヒ
檀
家
共
有
ノ
墓
地
即
チ
寺
有
墓
地
ト
ナ
シ
、
且
ツ
其
寺
院
名
受
ノ
地
券
御
下
附
有
✓

之
候
様
願
度
儀
ニ

御
座
候
。
右
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
至
急
何
分
ノ
御
指
令
被
✓

下
度
奉
ニ

請
願
一

候
也
。 

 

追
テ
本
文
ノ
願
意
御
許
可
ノ
上
各
寺
院
ヨ
リ
各
自
上
願
書
面
捧
呈
仕
候
儀
ハ
勿
論
ニ
御
座
候
也
。 

明
治
廿
年
十
月
十
三
日 

府
下
各
宗
寺
院
總
代 

 
 
 

本
郷
區
駒
込
蓬
莱
町
廿
三
番
地 

 
 
 

真
宗
大
谷
派
員
淨
寺
副
住
職 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺 
田 
緇 

壽 

印 
 
 
 
 
 

荏
原
郡
北
品
川
宿
九
十
五
番
地 

 
 
 
 
 

貝
宗
大
谷
瀲
正
徳
寺
住
職 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 

松 

理 

英 
印 
 
 
 
 
 

浅
草
區
松
清
町
六
十
四
番
地 

 
 
 
 
 

眞
宗
大
谷
派
等
光
寺
住
職 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土 

岐 

善 

靜 

印 
 
 
 
 

東
京
府
知
事
男
爵 

高 

崎 

五 

六
殿 

前
件
願
出
侯
ニ
付
奥
印
候
也
。 

 
 

明
治
ニ
十
年
十
月
十
五
日 

  
 
 

東
京
府
本
郷
區
長 

北 

澤 

正 

誠 

印 

荏
原
郡
北
品
川
宿
戸
長 

下 

村 

松
五
郎 

印 
 
 

東
京
府
浅
草
區
長 

町 

田 

今 

亮 

印 

○
別
紙
。 

 
 
 
 
 

添
書 



寺
院
所
属
墓
地
ノ
儀
、
従
来
該
寺
檀
徒
又
ハ
信
徒
ニ
限
リ
瘴
埋
之
爲
其
境
内
或
ハ
他
所
ニ
設
置
シ
住
職
管

理
致
来
侯
處
、
地
券
御
發
行
之
際
該
寺
名
受
之
券
状
御
下
附
之
向
モ
有
✓

之
侯
得
共
、
往
々
一
町
村
若
ク
ハ

Ｉ
般
共
有
ノ
券
状
御
下
附
相
成
候
者
有
✓

之
、
不
便
之
儀
不
✓

少
、
該
寺
檀
徒
信
徒
ニ
在
テ
ハ
葬
祭
等
各
宗
派

混
淆
、
且
ツ
共
有
町
村
外
ノ
檀
徒
信
徒
ニ
於
テ
ハ
右
共
有
権
外
卜
相
成
、
祖
先
ノ
墳
墓
卜
離
隔
セ
サ
ル
ツ
得

サ
ル
等
信
仰
追
慕
ノ
情
思
ヲ
妨
ケ
侯
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
地
所
狭
隘
ニ
シ
テ
共
有
者
ノ
區
域
擴
充
候
ヨ
リ
自
然

無
縁
ノ
墓
所
ヲ
噌
加
シ
宗
教
取
締
上
障
碍
不
✓

少
侯
ニ
付
、
別
紙
之
通
御
管
内
淺
草
區
松
清
町
六
拾
四
番
地

本
派
等
光
寺
住
職
土
岐
善
靜
等
府
下
各
宗
寺
院
惣
代
ト
シ
テ
寺
有
墓
地
地
券
御
下
附
願
出
候
條
、
願
意
御

聞
届
相
成
度
、
此
段
添
テ
相
願
候
也
。 

明
治
ニ
十
年
十
月
七
日 

真
宗
大
谷
派
管
長 

本
山
本
願
寺
門
跡 

 
 
 
 

大 

谷
光 

勝 

印 

  

東
京
府
知
事
男
爵 

高 

崎 

五 

六
殿 

 

府
下
各
寺
院
境
内
墓
地
へ
異
宗
教
者
ヲ
埋
葬
セ
シ
例
ア
リ
ヤ
ノ
御
尋
問
ニ
付
御
答 

一
、
品
川
海
蔵
寺
ニ
於
テ
田
中
道
治
ナ
ル
耶
蘇
教
葬
ヲ
ナ
サ
ソ
ト
ス
ル
ニ
ョ
リ
、
該
寺
ヨ
リ
一
般
檀
家
ノ
信

仰
上
ニ
關
シ
不
都
合
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
故
ヲ
以
テ
斷
リ
タ
レ
ト
モ
聞
カ
ス
、
終
ニ
警
察
へ
願
出
テ
タ
ル
ニ
、
共

有
墓
地
ナ
ル
ヲ
以
テ
斷
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
レ
ス
、
不
✓

得
✓

止
埋
葬
セ
シ
趣
キ
ナ
リ
。 

一
、
麻
布
區
本
村
町
百
四
十
七
番
地
明
稱
寺
墓
地
へ
前
田
均
ノ
母
ナ
ル
耶
蘇
教
信
者
ヲ
埋
葬
セ
ン
コ
ト
ヲ

依
頼
ア
リ
、
前
項
同
様
ニ
斷
リ
タ
レ
ト
モ
夫
婦
合
葬
ノ
故
ヲ
以
テ
強
テ
申
込
ミ
不
✓

得
✓

止
埋
葬
セ
シ
趣
キ

ナ
リ
。 

一
、
芝
區
三
田
臺
町
一
丁
目
濟
海
寺
ニ
於
テ
ハ
早
川
コ
ト
ノ
毋
ナ
ル
神
道
葬
ヲ
埋
葬
セ
ン
コ
ト
ヲ
依
頼
ア

リ
、
斷
リ
タ
レ
ト
モ
夫
婦
合
葬
ノ
故
ヲ
以
テ
強
テ
申
込
ミ
不
✓

得
✓

止
埋
葬
セ
シ
趣
キ
ナ
リ
。 

一
、
浅
草
永
住
町
覺
恩
寺
ニ
於
テ
岡
田
平
馬
ナ
ル
神
道
葬
ヲ
申
込
ミ
、
種
々
談
判
ノ
末
不
✓

得
✓

止
埋
葬
セ
シ

趣
キ
ナ
リ 

一
、
本
郷
麟
詳
院
檀
家
松
浦
家
・
稻
葉
家
ニ
於
ケ
ル
、
又
下
谷
高
徳
寺
檀
家
前
田
家
ニ
於
ケ
ル
如
キ
ハ
祖
先

ノ
古
墳
ヲ
神
道
ニ
改
葬
セ
ン
ト
強
テ
申
込
ミ
不
✓

得
✓

得
止
許
諾
セ
シ
趣
キ
ナ
リ
。 

 
 

右
至
急
ノ
儀
ニ
付
容
易
ニ
取
調
へ
得
シ
モ
ノ
ミ
記
載
仕
リ
、
不
✓

敢
✓

取
御
答
申
上
候
也
。 

明
治
廿
一
年
ニ
月
一
日 

府
下
各
宗
寺
院
墓
地
件
願
委
員
總
代 

 
 

本
郷
區
駒
込
蓬
莱
町
廿
三
番
地 

 
 
 
 
 
 

眞
淨
寺
副
住
職 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺 

田 

緇 

壽 
 
 
 
 
 

東
京
府
知
事
子
爵
高
崎 

五 

六
殿 



明
治
ニ
十
一
年
三
月
五
日
受
付 

判
決
三
月
九
日 

洽
逹
三
月
十
日 

 

知
事
代
理
書
記
官 

第
一
部
長
印 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶 

務 

課 

長
署
名 

  
 
 
 

寺
院
𦾔
境
内
墓
地
之
義
伺
書
引
替
方
上
申
案 

  
 

内
務
大
臣
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知 
 
 

事 
 
 
 
 

寺
院
𦾔
境
内
墓
地
之
義
伺
書
引
替
ニ
付
上
申 

當
府
下
寺
院
總
代
眞
宗
大
谷
派
等
光
寺
住
職
外
ニ
名
ヨ
リ
𦾔
境
内
墓
地
私
有
地
ニ
下
渡
願
之
儀
ニ
付
、
客

年
十
月
廿
六
日
付
ヲ
以
相
伺
置
侯
處
、
右
ハ
再
査
ヲ
要
セ
シ
廉
有
✓

之
、
更
ニ
別
紙
進
逹
侯
間
、

前
ノ
伺

書
卜
御
引
替
相
成
度
、
此
段
及
ニ

上
中
一

候
也
。 

  

追
而
願
書
寫
之
義
ハ

前
之
分
其
儘
御
止
置
相
成
度
、
此
段
副
申
候
也
。 

  
 
 
 

引
替
禀
議
案 

内
務
大
臣
宛 

 
 

寺
院
𦾔
境
内
墓
地
之
義
ニ
付
伺 

知
事 

當
府
下
寺
院
総
代
員
宗
大
谷
派
等
光
寺
住
職
外
ニ
名
ヨ
リ
𦾔
境
内
ヨ
リ
分
割
セ
シ
共
有
墓
地
ヲ
各
寺
私
有

墓
地
ト
シ
テ
地
券
下
付
之
儀
別
紙
寫
之
通
願
出
候
處
、
府
下
墓
地
之
内
奮
官
有
地
寺
院
境
内
ニ
属
セ
シ
モ

ノ
ハ
地
租
改
正
之
際
成
規
ニ
據
り
共
有
墓
地
ト
ナ
シ
、
其
地
券
ハ
區
ハ
區
役
所
、
郡
ハ
戸
長
役
場
へ
相
渡
、

一
般
之
埋
葬
差
支
無
✓

之
樣
取
計
候
義
ニ
有
✓

之
、
本
願
之
大
意
ハ
他
宗
ノ
者
混
淆
埋
葬
✓
タ
シ
候
テ
ハ
將

來
之
不
都
合
ヲ
慮
ル
ノ
ー
點
ヨ
リ
各
寺
へ
私
有
墓
地
ノ
地
券
下
渡
方
相
願
候
義
卜
存
候
得
共
、
右
ハ
素
ヨ

リ
聞
居
ヘ
キ
筋
ニ
無
✓

之
、
然
ル
ニ
善
境
内
ヨ
リ
分
割
セ
シ
共
葬
墓
地
ハ
従
前
多
ク
ハ
其
寺
院
之
檀
家
ノ
ミ

ヲ
埋
葬
シ
來
候
ニ
付
テ
ハ
、
其
慣
行
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
り
他
宗
ノ
者
ハ
埋
葬
セ
サ
ル
様
取
計
、
右
願
書
ニ
對
シ

テ
ハ
私
有
墓
地
卜
爲
シ
候
義
ハ
難
ニ

聞
届
一

旨
可
✓

及
ニ

指
令
一

卜
存
候
得
共
、
右
處
分
方
ニ
付
テ
ハ
他
府
縣
ニ

モ
相
關
シ
候
義
ニ
付
、
一
庶
此
段
相
伺
候
也
。 

 

追
而
墓
地
管
理
方
之
義
ハ
更
ニ
取
調
相
伺
可
✓

申
侯
。
此
段
副
申
候
也
。 

伺
之
通
。
廿
一
年
四
月
廿
五
日 

 
 
 
 

右
ニ
付
通
知
案 

 
 

警
硯
総
監
宛 

内 

務 

大 

臣 

知 
 

事 

當
府
下
寺
院
総
代
真
宗
大
谷
派
等
光
寺
住
職
外
ニ
名
ヨ
リ
𦾔
境
内
墓
地
之
義
ニ
付
出
願
ニ
ヨ
リ
、
別
紙
高

之
通
内
務
大
臣
へ
及
ニ
稟
議
一
置
侯
。
就
テ
ハ
右
指
令
濟
之
上
ハ
墓
地
及
埋
葬
取
締
細
則
中
改
正
ヲ
要
ス

ル
廉
ハ
更
ニ
可
✓

及ﾆ

御
協
議
一

卜
存
侯
得
共
、
先
以
此
段
及
ニ
御
通
知
一
侯
也
。 

 



理
由 

本
願
ニ
付
内
務
省
へ
稟
議
之
處
、
地
理
局
長
ヨ
リ
本
文
之
主
意
ニ
伺
書
訂
正
引
替
之
義
談
示
有
✓

之
、

依
而
本
案
之
通
引
替
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
且
右
伺
濟
之
上
ハ
墓
地
及
埋
葬
取
締
細
則
ニ
關
係
コ
レ
ア
ル
ニ
付
、

警
硯
へ
通
牒
シ
置
方
可
✓

然
卜
思
考
シ
本
案
ヲ
草
ス
。 

明
治
ニ
十
一
年
五
月
廿
一
受
付 

判
決
五
月
ニ
六
日 

送
達
五
月
ニ
九
日 

 

知
事
代
理
書
記
官
第
一
部
長
印 

庶 

務 

課 

長 

印 

 

共
有
墓
地
之
義
ニ
付
願 

府
下
各
宗
寺
院
惣
代 

 

真
宗
大
谷
派 

等 
 

光 
 

寺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
ニ
ヶ
寺 

 
 

 
 
 

指
令
案 

書
面
願
之
趣
認
許
難
ニ
相
成
一
侯
事
。 

 
 

理
由 

別
紙
之
通
内
務
大
臣
稟
議
濟
ニ
付
、
従
前
其
宗
旨
ノ
ミ
埋
葬
來
リ
シ
慣
行
ア
ル
墓
地
ハ
、
目
下

寺
院
惣
代
へ
申
付
取
調
中
ニ
付
更
ニ
處
分
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
本
案
指
令
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。 

明
治
ニ
十
一
年
五
月
十
日
受
付 

 

知
事 

第
一
部
長
印 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶 
務 

課 

長 

印 

  
 
 
 

各
宗
寺
院
へ
墓
地
取
調
方
達
ノ
件 

 

口
達
案 

先
般
出
願
ニ
依
り
調
査
上
必
要
ニ
付
、
寺
院
𦾔
境
内
ヨ
リ
分
割
セ
シ
共
有
墓
地
ニ
シ
テ
分
割
以
前
其
宗
旨

ノ
者
ノ
ミ
埋
葬
來
リ
シ
慣
行
ア
ル
墓
地
、
區
郡
町
村
名
地
番
號
寺
號
共
取
調
、
早
々
差
出
ス
ヘ
シ
。 

但
、
目
下
共
葬
墓
地
中
宗
旨
違
ヒ
ノ
寺
院
へ
貸
借
シ
タ
ル
モ
ノ
及
合
寺
度
寺
ノ
分
共
無
✓
洩
取
調
ヘ
シ
。 

理
由 

別
紙
之
通
内
務
大
臣
稟
議
濟
こ
付
、
出
願
人
各
宗
寺
院
惣
代
へ
耿
調
方
相
逹
シ
、
調
書
差
出
候
上
成

分
方
取
調
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス 

明
治
ニ
一
年
稟
申
録 

墓
地 

庶
務
課
地
積
掛 

明
治
ニ
十
年
十
月
八
日
一
覧
濟 

 

知
事 

印 

第
一
部
長 

印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶 

務 

課 

長 印 

 

一
、
浅
草
區
長
ヨ
リ
共
葬
墓
地
ヲ
寺
院
名
受
之
墓
地
ニ
引
直
シ
願
之
義
ニ
付
上
申 

 

庶
甲
第
四
三
三
一
號 

本
郷
區
駒
込
蓬
莱
町
廿
三
番
地
貝
宗
大
谷
派
真
淨
寺
副
住
職
寺
田
福
壽
外
ニ
名
ヨ
リ
御
廳
へ
請
願
有
✓

之
、



其
奥
印
願
出
侯
。
右
願
意
ハ
府
下
各
共
有
墓
地
ヲ
寺
有
墓
地
ニ
引
直
シ
各
寺
院
名
受
ノ
地
券
状
ヲ
夫
々
下

付
相
成
度
義
ニ
付
、
府
下
寺
院
各
宗
派
ヨ
リ
委
員
ヲ
撰
出
シ
、
又
其
委
員
中
ヨ
リ
前
記
寺
田
福
壽
外
式
名
ヲ

更
ニ
撰
出
シ
テ
請
願
委
員
ト
ナ
シ
出
願
セ
シ
旨
ニ
候
處
、
願
書
面
ヲ
按
ス
ル
ニ
全
ク
建
白
ニ
屬
ス
ヘ
キ
モ

ノ
ヽ
如
ク
被
✓

考
、
又
果
シ
テ
請
願
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
固
ヨ
リ
同
規
則
こ
抵
觸
シ
タ
ル
モ
ノ
ユ
シ
テ
御

受
理
可
ニ
相
成
一
筋
ニ
無
✓

之
卜
相
考
候
ニ
付
其
旨
示
論
候
得
共
、
逹
テ
出
願
致
度
申
立
候
ニ
付
其
儘
奥
印

ヲ
與
候
間
、
不
日
御
廳
ヘ
出
願
可
✓

致
候
條
、
可
✓

然
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
上
申
候
也
。 

明
治
ニ
十
年
十
月
六
日 
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